
討論……提出された議案等の審議の最終段階で、賛成・反対の意見を述べることを討論と言います。
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今
定
例
会
で
は
、
議
案
と
請
願
に
対
し
て
３
人
の
議

員
が
討
論
を
行
い
ま
し
た
。

議
案
第
１
０
５
号
に
は
修
正
案
が
提
出
さ
れ
ま
し
た
。

そ
の
概
要
は
次
の
と
お
り
で
す

原
案
は
課
税
方
式
を

４
方
式
か
ら
２
方
式
に
改

め
、
軽
減
の
割
合
が
６
割
、

４
割
で
あ
っ
た
も
の
を
７

割
、
５
割
と
拡
大
し
、
さ

ら
に
２
割
軽
減
を
追
加
す

る
も
の
で
あ
り
ま
す
が
、

全
世
帯
数
の
約
25
％
、
総

額
約
２
８
０
０
万
円
の
増

税
と
な
る
も
の
で
す
。

深
刻
な
不
況
の
中
で
、

市
民
生
活
を
圧
迫
す
る
よ

う
な
増
税
は
認
め
ら
れ
ず
、

値
上
げ
を
抑
え
、
高
す
ぎ

る
国
保
税
を
幅
広
く
引
き

下
げ
る
た
め
、
改
正
後
の

第
４
条
の
医
療
分
均
等
割

額
を
据
え
置
き
、
改
正
後

第
６
条
の
被
保
険
者
に
係

る
後
期
高
齢
者
支
援
金
等
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戸
田
市
国
民
健
康
保

険
税
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例

請
願
第
２
号

後
期
高
齢
者
医
療
制

度
の
廃
止
に
関
す
る

意
見
書
の
提
出
を
求

め
る
請
願
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修
正
案
の
説
明

現
財
政
規
模
で
の
軽
減
拡

大
は
評
価
す
る

全
所
得
者
を
減
税
す
べ
き

高
齢
者
の
負
担
を
な
く
し

安
心
で
き
る
医
療
制
度
を

課
税
額
の
被
保
険
者
均
等

割
額
を
６
千
円
と
す
る
こ

と
で
値
上
げ
額
を
抑
え
る

も
の
で
、
そ
の
他
、
低
所

得
者
に
配
慮
し
た
減
額
税

率
の
適
用
で
あ
る
６
項
目

を
、
税
額
の
変
更
に
あ
わ

せ
、
そ
れ
ぞ
れ
変
更
す
る

も
の
で
す
。

原
案
は
、
経
済
状
況

の
悪
化
に
よ
り
国
保
税
収

入
は
伸
び
悩
み
、
一
般
会

計
か
ら
の
繰
入
金
が
８
億

円
を
超
え
る
中
、
財
源
を

ほ
ぼ
現
状
ど
お
り
に
確
保

し
つ
つ
、
さ
ら
に
低
所
得

者
に
配
慮
し
た
軽
減
拡
大

を
適
用
し
て
い
ま
す
。
ま

た
、
高
額
所
得
者
へ
の
応

議会のことば

専決処分　～方法は2種類～

議会が議決すべき条例・予算などについて、特定の場合
に限り、市長が議会に代わって処理することです。次の
２つの種類があります。
①法律の規定による専決処分…議会を招集する暇 ( いと
ま)（時間的余裕）がない緊急の場合に、市長が議会に代わっ
て処理します。この場合は、次の議会に報告し承認を求
める必要があります。
②議会の委任による専決処分…議会が議決により指定し
た軽易な事項（年度繰越事業に関する歳入歳出予算の補
正をすること、30 万円以下の損害賠償の額を定めること
など）は、市長が議会に諮らずに処理することができます。
この場合、次の議会に報告する必要があります。

委員会提出議案の概要

戸田市議員報酬及び議員の費用弁償等
に関する条例の一部を改正する条例
◇議員の期末手当支給月数を年間 0.2 月分
減額する改正です。

分
の
負
担
を
見
直
す
た
め
、

限
度
額
を
法
定
限
度
額
ま

で
引
き
上
げ
た
こ
と
は
妥

当
な
内
容
と
考
え
ま
す
。

修
正
案
は
数
値
が
よ

く
練
ら
れ
た
も
の
で
は
な

く
、
修
正
を
行
え
ば
、
か

え
っ
て
ひ
ず
み
が
出
る
こ

と
か
ら
、
修
正
案
に
反
対

し
、
原
案
に
賛
成
す
る
も

の
で
す
。

原
案
の
所
得
１
０
０

万
円
以
下
世
帯
、
単
身
世

帯
等
が
引
き
下
げ
と
な
る

部
分
は
評
価
す
る
が
、
年

所
得
１
０
０
万
円
以
上
、

資
産
が
な
い
２
人
以
上
の

世
帯
で
は
増
税
と
な
る
改

正
で
す
。

全
国
で
引
き
下
げ
を

行
う
自
治
体
が
ふ
え
る
中
、

低
所
得
者
へ
の
さ
ら
な
る

負
担
は
見
直
す
べ
き
だ
と

考
え
ま
す
。

修
正
案
は
、
原
案
で

増
税
と
な
る
世
帯
も
減
税

と
な
り
ま
す
。
県
内
一
の

財
政
力
を
持
つ
が
、
繰
入

額
は
県
内
９
番
目
の
状
況

か
ら
、
引
き
下
げ
は
十
分

可
能
で
あ
る
と
判
断
し
、

修
正
案
に
賛
成
し
、
原
案

に
は
反
対
し
ま
す
。

後
期
高
齢
者
医
療
制

度
は
保
険
料
負
担
が
な
か

っ
た
扶
養
高
齢
者
か
ら
の

徴
収
、
年
金
天
引
き
、
入

院
期
間
の
短
縮
な
ど
、
年

齢
に
よ
る
差
別
を
導
入
し

た
医
療
制
度
で
あ
る
。
民

主
党
政
権
は
本
制
度
廃
止

を
約
束
し
た
が
、
２
０
１

３
年
ま
で
先
送
り
し
、
保

険
料
値
上
げ
を
防
ぐ
手
立

て
も
と
ら
ず
、
高
齢
者
に

痛
み
を
押
し
付
け
て
お
り
、

国
民
が
安
心
で
き
る
医
療

制
度
と
は
い
え
な
い
こ
と
。

国
が
考
え
る
新
制
度
は
、

高
齢
者
を
国
保
に
集
め
別

勘
定
と
す
る
も
の
で
あ
る

こ
と
か
ら
、
意
見
を
上
げ

て
い
く
べ
き
と
考
え
ま
す
。
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　議員は、毎年3月、6月、9月、
12月に開く定例市議会で、市政
全般に対し質問をすることがで
きます。これを「一般質問」といい
ます。
　今定例会では12月６日から3
日間、18人の議員が一般質問を
一問一答方式で行いました。　こ
こに掲げたのは、その質問・答弁
の大要です。

▲10月30日、戸田市初の外国人議会が戸田市役所で開かれました。9人の
議員が登壇して市政への質問・提言を行いました。

議
員
　
地

域
主
体
の

ま
ち
づ
く

り
の
た
め

に
は
、
リ
ー
ダ
ー
が
必
要

と
思
う
が
、
ど
の
よ
う
に

養
成
し
て
い
く
の
か
。

市
民
生
活
部
長
　
市
民
と

の
協
働
に
よ
る
ま
ち
づ
く

り
を
推
進
す
る
た
め
に
は
、

リ
ー
ダ
ー
の
養
成
が
重
要

課
題
と
位
置
づ
け
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
今
ま
で

の
リ
ー
ダ
ー
養
成
に
つ
い

て
は
、
計
画
的
・
体
系
的

に
行
わ
れ
て
き
た
と
は
言

い
難
く
、
検
討
の
必
要
性

を
感
じ
て
い
る
。
今
後
は
、

新
し
い
ま
ち
づ
く
り
の
ビ

ジ
ョ
ン
を
踏
ま
え
、
地
域

を
牽
引
で
き
る
リ
ー
ダ
ー

養
成
事
業
を
実
施
で
き
る

よ
う
努
め
て
い
き
た
い
。

自
立
し
た
市
民
と
行
政
の

　恊
働
が
必
要
で
は
な
い
か

「
条
例
化
を
含
め
研
究
し
た
い
」

山
崎

　雅
俊 
議
員

議
員
　
地
域
づ
く
り
交
付

金
創
設
の
考
え
は
な
い
か
。

市
民
生
活
部
長
　「
地
区

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
協
議
会
実

施
計
画
」
に
よ
り
、
ま
ち

づ
く
り
協
議
会
の
運
営
に

充
て
る
た
め
の
補
助
金
を

予
算
計
上
し
て
い
る
が
、

計
画
等
が
軌
道
に
乗
っ
て

い
な
い
た
め
交
付
に
至
っ

て
い
な
い
。
今
後
は
、
地

域
と
綿
密
に
協
議
し
、
地

域
自
立
に
向
け
た
支
援
を

行
っ
て
い
き
た
い
。

議
員
　
地
域
の
自
立
と
市

民
協
働
の
推
進
の
た
め
の

条
例
が
必
要
で
は
な
い
か
。

市
民
生
活
部
長
　
自
立
し

た
地
域
づ
く
り
を
推
進
す

る
に
当
た
っ
て
は
、
市
内

の
さ
ま
ざ
ま
な
団
体
及
び

市
民
の
皆
さ
ま
の
参
画
を

促
進
す
る
拠
り
所
と
な
る

も
の
が
必
要
と
考
え
る
。

今
後
、
他
の
自
治
体
の
事

例
等
を
参
考
と
し
て
、
条

例
化
を
含
め
研
究
し
て
い

き
た
い
。

▼下戸田イルミネーション


